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次世代育成法・女性活躍推進法に基づく行動計画

 職員が仕事と子育てを両立させることが出来、働きやすい職場環境を整えることに
 よって、すべての職員がその能力を発揮できるようにするために、以下のように
 行動計画を策定します。

１．計画期間  令和8年４月１日～令和10年３月３１日

２．取り組み
〔１）育児休業等の取得の状況に関する目標
        目標１：男性の育児休業取得率７７％を目標とする。

   対策
令和８年４月   職場全体で制度理解を深めることにより、取得しやすい

環境を整える。

〔２）女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
        目標２：管理職に占める女性労働者の割合を３割5分以上を目指す

   対策
令和８年４月   管理職を目指す女性職員が増えるように、業務内容や

働き方の見直しと周知や研修実施。

（３）職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
        目標３：労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間11時間以下を目指す。
対策
令和８年４月～ 年3回開催の中央衛生委員会等で、各事業所から集約した

資料を基に業務見直し等行い、目標を達成する。
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